
工業地域における住宅と工場の共存の実現に向けた調和を図るための手続要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、工業地域内の住宅等開発事業者並びに住宅等の所有者及び入居者の

手続について、必要な事項を定めることで、主として工業の利便の増進を目的とする工業

地域における住宅と工場の共存の実現に向け、工場の操業環境の保全・向上はもとより、

より一層ものづくりと調和し、生活利便が整った居住環境の創出を図ることを目的とす

る。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語は、次項に定めるもののほか、建築基準法、建築基

準法施行令及び都市計画法において使用する用語の例による。 

２ この要綱において使用する用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

⑴ 住宅等 専用住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎及び兼用住宅をいう。 

⑵ 建築等 新築し、改築し、又は建築物の用途を変更することをいう。 

⑶ 住宅等開発事業者 住宅等の建築の用に供する目的で行う開発行為（３戸未満の住

宅等の建築の用に供する目的で行うものにあっては、その規模が１，０００㎡以上のも

のに限る。）又は、３戸以上の住宅等の建築等を行う者をいう。 

 

（対象区域） 

第３条 この要綱の規定は、京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）高度地区にお

いて３１ｍ第９種高度地区に指定されている区域内に適用する。 

 

（届出） 

第４条 住宅等開発事業者は、住宅等の建築の用に供する目的で行う開発行為（３戸未満の

住宅等の建築の用に供する目的で行うものにあっては、その規模が１，０００㎡以上のも

のに限る。）又は、３戸以上の住宅等の建築等に着手する日の３０日前までに、届出書（第

１号様式）に、次に掲げる図書を添えて市長に届け出なければならない。 

⑴ 開発行為を行う場合にあっては、都市再生特別措置法施行規則第３５条第２項第１

号イ及びロに掲げる図面 

⑵ 住宅等の建築等をする場合にあっては、都市再生特別措置法施行規則第３５条第２

項第２号イ及びロに掲げる図面 

⑶ 都市再生特別措置法施行規則第３５条第２項第３号に掲げる図書 

⑷ その他市長が必要と認める図書 

２ 都市再生特別措置法第８８条第１項の規定に基づく届出が行われた場合は、前項第１

号から第３号までに掲げる図書の添付を要しない。 



 

（地域特性の説明等） 

第５条 第４条の規定に基づく届出をした住宅等（以下「届出住宅」という。）の住宅等開

発事業者又は所有者は、届出住宅に入居しようとする者に、次の事項について入居に先立

って説明しなければならない。 

⑴ 届出住宅は主として工業の利便の増進を目的とする工業地域に位置しており、当該

地域では、周辺の工場の操業に伴って騒音、振動、臭気、排煙等が生じること。 

⑵ 届出住宅は工業地域における住宅と工場の混在が進む地域に位置しており、当該地

域では、工場の操業環境の保全・向上はもとより、ものづくりと調和し、生活利便が整

った居住環境の創出を図っていること。 

２ 届出住宅の住宅等開発事業者又は所有者は、届出住宅を譲渡する場合、所有しようとす

る者に、次の事項について譲渡に先立って説明しなければならない。 

⑴ 前項第１号及び第２号に掲げる事項 

⑵ 所有者には、第８条の規定に基づき本条の規定が承継されること。 

 

（説明状況の報告） 

第６条 届出住宅の住宅等開発事業者は、届出住宅の住戸の１０分の８以上について入居

者に第５条の規定に基づく説明を実施した場合は、速やかに説明状況について報告書（第

２号様式）により市長に報告しなければならない。ただし、届出住宅の建築等の工事の完

了の日から１年を経過した日（以下「起算日」という。）においてもなお第５条の規定に

基づく説明が届出住宅の住戸の１０分の８以上に達しない場合は、起算日までの説明状

況を起算日から３０日以内に報告すれば足りる。 

 

（適用除外） 

第７条 次に掲げる行為については、第４条から第６条までの規定は適用しない。 

⑴ 住宅等で仮設のものの建築の用に供する目的で行う開発行為 

⑵ 住宅等で仮設のものの新築 

⑶ 建築物を改築し、又はその用途を変更して仮設の住宅等とする行為 

⑷ 非常災害のため必要な応急措置として行う行為 

⑸ 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として都市再生特別措置

法施行令第３５条で定める行為 

⑹ 本要綱の施行日から３０日を経過する日までに工事に着手する住宅等の建築の用に

供する目的で行う開発行為（３戸未満の住宅等の建築の用に供する目的で行うものに

あっては、その規模が１，０００㎡以上のものに限る。）又は、３戸以上の住宅等の建

築等その他これらに類する行為 

 



（説明義務の承継等） 

第８条 事業又は所有権の譲渡により新たに届出住宅の住宅等開発事業者若しくは住宅等

開発事業者の事業を引き継ぐこととなる者又は所有者となる者は、第５条の規定に基づ

く説明の義務を承継する。 

２ 事業の譲渡により住宅等開発事業者の事業を引き継ぐこととなる者は、第６条に規定

する報告の義務を承継する。 

 

（報告の徴収） 

第９条 市長は、届出住宅の住宅等開発事業者（前条の規定により住宅等開発事業者の事業

を引き継ぐこととなる者を含む。以下同じ。）、所有者又は入居者に対して、第４条から第

６条までの規定に基づく手続に関して報告を求めることができる。 

 

（指導及び勧告） 

第１０条 市長は、届出住宅の住宅等開発事業者、所有者又は入居者に、この要綱の施行に

関し必要な事項を指導することができる。 

２ 市長は、この要綱に違反した者に対して、文書で違反事由を示して勧告することができ

る。 

 

（委任） 

第１１条 この要綱の実施に関し必要な事項は、都市計画局都市企画部長が定めるものと

する。 

 

   附 則（令和５年４月２５日決定） 

（施行日） 

 この要綱は、令和５年４月２５日から実施する。 


